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一般社団法人 日本食品・バイオ知的財産権センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和 4年度事業計画 
 

 本年度は、一昨年から続く新型コロナウイルスの影響により、引き続き消費環境に悪影響

をもたらすことが予想されます。ワクチンの普及により、収束に向かう事が期待されますが、

ウィズコロナ、アフターコロナの時代になると思われます。 

このような状況のなか、当法人は、食品・バイオに係る知的財産権の保全及び利用の促進

を図り、知的財産権制度の適正な運営に資するとともに、国民経済並びに会員事業の発展に

寄与するため、以下の事業を展開いたします。 

また、会員企業ならびに知的財産権を取り巻く環境変化に対応しつつ、会員のみなさまに

とってより魅力ある団体に成長するため、会員、特許庁並びに関連団体等のご意見も広く取

り入れて各種施策を講じ、広く会員を募るとともに知的財産の創出と活用を通じ、企業価値

に貢献するような人材の育成に取り組む事業活動の拡大・充実に努めます。 

 

1．主要会議及び行事 
 （1）定時総会 

    開催予定日 令和 4年 6月 15日（水） 

    主要議題 ・令和 3年度決算の承認に関する審議 

         ・令和 3年度事業活動に関する報告 

         ・令和 4年度事業計画及び同予算計画の報告 

 

 （2）通常理事会 

    開催予定日と主要議題 

第 1回通常理事会 令和 4年 5月 18日（水） 

 

 

・令和 3年度事業報告（案）及び同決算報告（案）に関する審議 

・その他、総会に上程する議案等に関する審議 

第 2回通常理事会 令和 4年 10月 21日（金）～22日（土） 

 ・令和 4年度上半期経過報告 

・令和 4年度上半期収支状況と見通しについての報告 

第 3回通常理事会 令和 5年 3月 16日（木） 

 ・令和 5年度事業計画（案）及び同予算計画（案）に関する審議 

 

 

 （3）全体委員長会議 

    開催予定日 令和 5年 1月 18日（水） 

    主要議題 ・各委員会の次年度活動計画の調整 

※この他、必要に応じて臨時会議を開催いたします。また、議題については、上記

主要議題の他にも、必要に応じ、随時、所要の議案を上程いたします。 

 

2．食品・バイオに係る知的財産に関する調査及び研究 
 （1）特許委員会 委員長 南波 円香（三菱商事ライフサイエンス株式会社） 新任 

       委員会、特別研究部会、グル－プ活動 

 （2）意匠委員会 委員長 副田 圭介（協和特許事務所）         新任 

       委員会活動 

 （3）商標委員会  委員長 柴 亘 （キリンホールディングス株式会社）  再任 

       委員会、商標実務研究部会、海外商標実務研究部会活動 



 （4）関西委員会   委員長 枝 真広 （ロート製薬株式会社）      再任 

       委員会、特許グループ活動、商標グループ活動 

 （5）模倣品対策委員会 委員長 荒井 あゆみ （キッコーマン株式会社）  新任 

       委員会活動 

    （注）各委員会の令和 4年度活動計画は本事業計画書末尾に記載しました。 

 

3．食品・バイオに係る知的財産に関する資料の収集及び提供 
（1）商標出願抄録速報の提供及び調査 

  イ、商標出願抄録速報の提供 

    特許庁の提供する「公開・国際商標公報（インターネット）」から編集した「商標

出願抄録速報（商品：第 29類～第 33類）」及び「商標出願抄録速報（役務：第 35類

～第 45類）」の提供事業。 

昨年度は特許庁のシステム変更によりシステム構築が間に合わず対応していなか

った。本年度は再開を目指す。目標数は、一昨年の約 50％の組数 

 令和 4年度計画数 50組 （令和 3年度実績 0組） 

  ロ、調査関係 

・商標指定商品の調査 

・商標指定役務の調査 

（2）機関誌「食品特許」の提供 

機関誌編集委員会  委員長 久保田 恒夫 （ハウス食品グループ本社） 

当法人の機関誌として、知的財産情報の提供、知的財産意識の醸成、広報活動とそ

の内容の充実に努めます。昨年度は、コロナの影響等もあり、40周年特別号のみの発

行にとどまった。本年度は、体制を調え直し、定期的な発行を目指す。 

 

発行 回数  4回／年間 

委員会開催回数  回／年間 

１回の発行部数 
 約 300冊 

 提供内訳： 

  会員など 230冊， 国会図書館   1冊 

  特許庁   35冊,  その他     43冊 

 

4．食品・バイオに係る知的財産権に関する講演会の開催 
講演・研修準備委員会  委員長 藤原 研二郎 （日本水産） 

（1）講演会 

年度 区別 第 1～4回 

令和 4年度 未 定 

参加者計画数 会 員 200名 

 非会員    20名 

 計 220名 

本年度も 1部もしくはほとんどが、オンライン会議形式になると考えられます。 

なお、当法人は平成 22年度より日本弁理士会の継続研修の認定外部機関となってお

ります。日本弁理士会は、オンライン形式も認定されるようになりました。 

 
（2）特許中級講座 



この特許中級講座は、従来、特許委員会主催で毎年開催されている『特許講座』と

は異なり、当センター正会員の知財部門の中堅層を対象として、食品・バイオ分野に

おける先行文献サーチ戦略、強いクレーム・明細書作成術（食品用途発明含む）、審査・

審判段階での有効な面接・拒絶理由通知対応方法、海外の最新実務を念頭においた外

国出願スキルなどを磨くことを目的とし、20名程度の少人数で、与えられた課題につ

いて、受講者が自ら思考し作業する、討論・実習を中心にした自主参加型の講座を目

指しており、特許委員会への所属の有無にかかわらず、正会員の従業員であれば、誰

でも参加申込みをできることにしております。 

開催時期につきましては 12月頃を予定しております。 

 

5．食品・バイオに係る知的財産権に関する指導相談 
主として会員企業からの知的財産権に関する一般的相談に応じます。また、弁護士

や弁理士の専門的な知識が必要な場合には、賛助会員の弁護士や弁理士を紹介します。 

 

6．食品・バイオに係る知的財産権に関する係争事件解決の仲裁及び調停 
会員が絡む係争事件に関しては、当事者からの申し出があった場合、ケース・バイ・

ケースで対応いたします。なお、下記機関の利用も斡旋します。 

①「日本知的財産仲裁センター」（日本弁理士会と日本弁護士連合会とが共同で設立し

た知的財産の紛争処理等を行なうＡＤＲ（裁判外の紛争解決手段）機関） 

②「知的財産支援センター」（日本弁理士会が運営する、知的財産権に係る情報提供・

無料相談などの支援活動を行う機関） 

 

7．食品・バイオに係る知的財産権に関する行政に対する協力 
普及企画委員会  委員長 竹本 一志 （サントリーホールディングス） 

（1） 食品、バイオに関する事業内容を広くＰＲし、加入の促進を図ります。 

令和 4年度 新会員の加入促進目標 

    正 会 員     2会員 

    賛 助 会 員     3会員 

      計       5会員 

 

（2）特許庁等と連携しながら会員の知的財産意識の醸成、特許管理体制の強化を図り、特

許行政への協力を行います。 

・ 「特許審査の迅速化・効率化」「企業の知財管理の促進」などの広報活動協力 

・ 特許庁等の要請により制度改正、条約加盟、基準の改定等の各種意見交換会に

対応し、行政への協力を行います。 

 

8．企業における知財経営推進のための人材育成 
知財経営推進人材育成委員会  委員長 引地 進（日清オイリオグループ） 

本年度も基本オンライン形式で研修を実施する予定です。研修では、各分野の高名

な先生による講演やケーススタディ等に基づくディスカッションを繰り返しながら、

経営に資する知財人材を育成していきます。 

 

9．『ＪＡＦＢＩＣの日』推進 
  担当 北野 高寛 （不二製油） 

これからウィズコロナ・アフターコロナの時代に、会員同士の交流と互い

の成長・発展を図り、JAFBIC として皆様にご提供できるサービス・事業は



何か等の発想を得るため、皆様からのご意見・ご要望を頂くための新たな情

報交換の場として、「JAFBICの日」を続けて参ります。基本はオンラインで

行います。 

 

10．優秀発明者の推薦        募集・受付担当 ＪＡＦＢＩＣ事務局 

［推薦対象の賞・褒章］ 

 

（1）知財功労賞受賞候補者の推薦 

特許庁表彰の『知財功労賞』受賞候補者を推薦します。『知財功労賞』は「知的財産

権制度関係功労者表彰」及び「知的財産権制度活用優良企業等表彰」を総称したもの

で、我が国の知的財産権制度の発展等に貢献した個人及び企業等を表彰する制度です。 

 

（2）文部科学大臣賞受賞候補者の推薦 

①科学技術賞 

②若手科学者賞 

③創意工夫功労者賞 

食品に係る科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた

方々を皆様から推薦頂き、本委員会で取りまとめの上、特許庁経由で文部科学省へ

推薦します。 

 

（3）食創会「安藤百福賞」受賞候補者の推薦 

食品産業の向上及び発展に寄与した技術について、優れた功績を挙げられた方々を

会員企業・法人から推薦頂き、本委員会で取りまとめの上、食創会へ推薦します。 

 

（4）（公社）発明協会「全国発明表彰」・「地方発明表彰」受賞候補者の推薦 

科学技術の向上と産業の振興に寄与することを目的に設けられている表彰で、優れ

た功績を挙げられた方々を会員企業・法人から推薦頂き、本委員会で取りまとめの上、

発明協会の表彰要領に従い、発明協会へ推薦します。 

特に、地方発明表彰は、各地方において優秀な発明、考案、意匠を完成された方々、

発明等の実施化に尽力された方々、発明等の指導、奨励、育成に貢献された方々の功

績を称え、顕彰するものです。 

 

 

以上 


